
 

 

社会福祉法人青森市社会福祉協議会浪岡支部 

指定通所介護事業 重要事項説明書 

１．事業者の概要 

＜法人の概要＞ 

法人名称 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 

所在地 青森市本町四丁目１番３号 

代表者 会長 成田 幾末 

電話番号 ０１７‐７２３‐１３４０ 

ＦＡＸ ０１７‐７７７‐０４５８ 

＜事業所の概要＞ 

事業所名 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 青森市中央浪岡支部 

所在地 青森市浪岡大字浪岡字稲村２７４番地 

電話番号 ０１７２‐６２‐９０１１ 

FAX ０１７２‐６２‐９０１５ 

介護保険事業所 

番号 
０２７０１０６１６４ 

管理者 天内 志歩 

事業の実施地域 青森市、黒石市、藤崎町 

事業の目的 

 この事業所が行う指定通所介護、（以下「事業等」という。）

は、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する

事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導

員及び介護職員等（以下「従業者」という。）が、要介護者、

（以下「利用者等」という。）に対し、適正な指定通所介護等

を提供することを目的とします。 

事業の運営方針 

（1）指定通所介護等の提供に当たっては、従業者は、要介護

者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話

及び機能訓練を行うことによって、利用者の社会的孤立感の

解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものとします。 

（2）指定通所介護等の提供に当たっては、従業者は、要介護

者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む

ことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を

行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用

者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。 

（3）指定通所介護等の実施に当たっては、市町村、居宅介護

支援事業者等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供

に努めるものとします。 



 

 

利用定員 １日あたり ３５名 

通常の事業の実

施地域 
青森市、黒石市、藤崎町の区域 

 

２．営業日時 

営 業 日 
月曜日～土曜日 

ただし、１２月３１日～１月３日までを除きます。 

営業時間 午前８時００分～午後５時 

サービス提供日 月曜日～土曜日 

提供時間 
（青森市）午前９時から午後４時まで 

（黒石市、藤崎町）午前１０時から午後３時まで 

 

３．職員の体制 

当事業所では、ご契約者に対して指定介護通所介護サービスを提供する職員として、

以下の職種の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
 

職 名 常 勤 非常勤 兼務の別 業 務 内 容 

管 理 者   1名 － あり 職員及び業務の管理 

生活相談員  5名 － あり 
利用者の生活指導並びに他職種と

の業務の連絡調整 

介 護 職 員  11名 － あり 
利用者の介護及び入浴介助等各種

サービスの提供 

看護師  3名 － あり 
利用者の健康状態の確認及び日常

生活上の保健指導 

機能訓練指導員 3名 － あり 

利用者の日常生活を営むのに必要

な機能の減退を防止するための訓

練 

調理員 3名 － あり 
利用者の状況に応じた食事の献立

作成及び調理、提供を行います。 

 

 

 

 

 

 



 

 

４．当事業所が提供するサービス 

＜サービスの概要＞ 

（１）通所介護計画の作成     

（２）介護            利用者に添う介護を提供します。 

（３）入浴サービス        入浴に関する介助を行います。 

(４）食事等の提供        安全な食材で調理し、食事を楽しんで、いだけるよう

に心かけ、また必要な方は食事介助も行います。 

（５）生活相談           日常生活上等の相談を行います。 

（６）レクリエーション等活動   体操、ゲーム、創作活動等を提供します。 

（７）外出                      通所計画書に基づいた外出を行います。 

（８）個別機能訓練計画の作成  自宅での生活動作を確認し、作成いたします。 

※作成した個別機能訓練計画書につきましては、 

 説明した日を同意した日とさせていただきます。 

（９）個別機能訓練の実施    個別機能訓練計画書に基づいて行います 

（１０）口腔機能維持向上訓練   口腔機能向上サービスの管理指導計画に基づいて 

                行います。 

＜サービスの利用頻度＞ 

利用する曜日や内容等については、介護サービス計画に沿いながら、ご契約者と協議の

上決定し、通所介護計画に定めます。但し、ご契約者の状態の変化、通所介護計画に位置

づけられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 

 

＜利用の中止、変更、追加＞ 

① 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止、変更す

ることができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てくだ

さい。 

② 月のサービス利用日や回数については、契約者の状態の変化、通所介護サービス計画

に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 

③２か月以上利用がない場合（入院等）は、曜日変更若しくは待機とさせていただきます。 

④ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望

する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議

します。 

 

５．利用料 

    ご契約者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は次頁のとおりであり、ご契

約者からお支払いいただく「利用者負担金」は、負担割合証に記載のある割合に応

じた額となります。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場

合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

 

 

 



 

 

 

（１）通所介護事業の利用料（１日あたり） 

 

サービス提供所要時間7時間～8時間 （１割負担） 

Ａ．サービス 

利用料金 

Ｂ．介護保険からの給付金

額 

自己負担額   

 （Ａ－Ｂ） 

要介護１ ６,５８０円 ５,９２２円 ６５８円 

要介護２ ７,７７０円 ６,９９３円 ７７７円 

要介護３ ９,０００円 ８,１００円 ９００円 

要介護４ １０,２３０円 ９,２０７円 １,０２３円 

要介護５ １１,４８０円 １０,３３２円 １,１４８円 

 

サービス提供所要時間7時間～8時間 （２割負担） 

Ａ．サービス 

利用料金 

Ｂ．介護保険からの給付

金額 
自己負担額（Ａ－Ｂ） 

要介護１ ６,５８０円 ５,２６４円 １,３１６円 

要介護２ ７,７７０円 ６,２１６円 １,５５４円 

要介護３ ９,０００円 ７,２００円 １,８００円 

要介護４ １０,２３０円 ８,１８４円 ２,０４６円 

要介護５ １１,４８０円 ９,１８４円 ２,２９６円 

 

サービス提供所要時間7時間～8時間 （３割負担） 

Ａ．サービス 

利用料金 

Ｂ．介護保険からの給付

金額 
自己負担額（Ａ－Ｂ） 

要介護１ ６,５８０円 ４,６０６円 １,９７４円 

要介護２ ７,７７０円  ５,４３９円 ２,３３１円 

要介護３ ９,０００円 ６,３００円 ２,７００円 

要介護４ １０,２３０円 ７,１６１円 ３,０６９円 

要介護５ １１,４８０円 ８,０３６円 ３,４４４円 

    



 

 

 

サービス提供所要時間6時間～7時間 （１割負担） 

Ａ．サービス 

利用料金 

Ｂ．介護保険からの給付金

額 

自己負担額   

 （Ａ－Ｂ） 

要介護１ ５,８４０円 ５,２５６円 ５８４円 

要介護２ ６,８９０円 ６,２０１円 ６８９円 

要介護３ ７,９６０円 ７,１６４円 ７９６円 

要介護４ ９,０１０円 ８,１０９円 ９０１円 

要介護５ １０,０８０円 ９,０７２円 １,００８円 

 

サービス提供所要時間6時間～7時間 （２割負担） 

Ａ．サービス 

利用料金 

Ｂ．介護保険からの給付

金額 
自己負担額（Ａ－Ｂ） 

要介護１ ５,８４０円 ４,６７２円 １,１６８円 

要介護２ ６,８９０円 ５,５１２円 １,３７８円 

要介護３ ７,９６０円 ６,３６８円 １,５９２円 

要介護４ ９,０１０円 ７,２０８円 １,８０２円 

要介護５ １０,０８０円 ８,０６４円 ２,０１６円 

 

サービス提供所要時間6時間～7時間 （３割負担） 

Ａ．サービス 

利用料金 

Ｂ．介護保険からの給付

金額 
自己負担額（Ａ－Ｂ） 

要介護１ ５,８４０円 ４,０８８円 １,７５２円 

要介護２ ６,８９０円  ４,８２３円 ２,０６７円 

要介護３ ７,９６０円 ５,５７２円 ２,３８８円 

要介護４ ９,０１０円 ６,３０７円 ２,７０３円 

要介護５ １０,０８０円 ７,０５６円 ３,０２４円 

 

 

 



 

 

 

サービス提供所要時間時間5～6時間 （１割負担） 

Ａ．サービス 

利用料金 

Ｂ．介護保険からの給付金

額 

自己負担額   

 （Ａ－Ｂ） 

要介護１ ５,７００円 ５,１３０円 ５７０円 

要介護２ ６,７３０円 ６,０５７円 ６７３円 

要介護３ ７,７７０円 ６､９９３円 ７７７円 

要介護４ ８,８００円 ７,９２０円 ８８０円 

要介護５ ９,８４０円 ８,８５６円 ９８４円 

 

サービス提供所要時間5時間～6時間 （２割負担） 

Ａ．サービス 

利用料金 

Ｂ．介護保険からの給付

金額 
自己負担額（Ａ－Ｂ） 

要介護１ ５,７００円 ４,５６０円 １,１４０円 

要介護２ ６,７３０円 ５,３８４円 １,３４６円 

要介護３ ７,７７０円 ６,２１６円 １,５５４円 

要介護４ ８,８００円 ７,０４０円 １,７６０円 

要介護５ ９,８４０円 ７,８７２円 １,９６８円 

 

サービス提供所要時間5時間～6時間 （３割負担） 

Ａ．サービス 

利用料金 

Ｂ．介護保険からの給付

金額 
自己負担額（Ａ－Ｂ） 

要介護１ ５,７００円 ３,９９０円 １,７１０円 

要介護２ ６,７３０円 ４,７１１円 ２,０１９円 

要介護３ ７,７７０円 ５,４３９円 ２,３３１円 

要介護４ ８,８００円 ６,１６０円 ２,６４０円 

要介護５ ９,８４０円 ６,８８８円 ２,９５２円 

 

 

 

 



 

 

付加サービスの利用料 自己負担分 

加算等 利用料 

利用者 

負担額 

（1割） 

利用者 

負担額 

（2割） 

利用者 

負担額 

（3割） 

算定回数等 

入浴加算（Ⅰ） 400円 40円 80円 120円 入浴を実施した日数 

入浴加算（Ⅱ） 550円 55円 110円 165円 
入浴計画を作成し、入浴

を実施した日数 

個別機能訓練加算Ⅰ（イ） 560円 56円 112円 168円 

機能訓練指導員を１名

配置している時間帯に

個別機能訓練を実施し

た日数 

個別機能訓練加算Ⅰ（ロ） 760円 76円 152円 228円 

機能訓練指導員を2名配

置している時間帯に個

別機能訓練を実施した

日数 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 1,500円 150円 300円 450円 1月に2回を限度 

サービス提供体制加算

（Ⅱ） 
180円 18円 36円 54円 サービス提供日数 

科学的介護推進体制加算 400円 40円 80円 120円 1月につき 

介護職員処遇改善加算Ⅲ 
基本サービス費に各種加算減算を行った総単位

数（所定単位数）の23/1000 

1月につき 

※令和6年5月まで 

介護職員処遇改善加算Ⅴ

(14) 

基本サービス費に各種加算減算を行った総単位

数（所定単位数）の33/1000 

1月につき 

※令和6年6月から 

（２）その他の費用 

交通費 

①通常の事業の実施地域を越えたところから片道１５キロメートル未満  

６００円 

②通常の事業の実施地域を越えたところから片道１５キロメートル以上 ２

５キロメートル未満 １，０００円 

③前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前

に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を

していただきます。 

食 費 食事の提供を受けた場合、１回につき４５０円の食費をいただきます。 

おむつ代 
おむつの提供を受けた場合、１回につき１００円の実費をいただきます。 

尿とりパット代４０円（使用者のみ） 

その他 

上記以外の創作活動等にかかる費用や日常生活において通常必要となる経費

であって、利用者負担が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供

する日常生活上必要な身の回り品など）について、費用の実費をいただきま

す。 



 

 

（３）利用料の支払い方法 

    Ａ．口座振替によるお支払い （翌月の通常は２０日が引き落とし) 

    Ｂ．月払い （翌月払い） 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス実施時の留意事項 

①サービス利用者は風紀秩序を乱し、又は衛生上有害と認められる行為は遠慮ください。 

②火気、凶器、その他危険物を携帯する事はご遠慮ください。 

③医師から入浴についての注意事項等がある場合はお知らせください。 

 

７．事故発生時の対応方法 

（１）サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬

送等の措置を講じ、速やかにお客様がお住まいの市町村等に連絡を行います。 

（２）当事業所の指定通所介護サービスにより、利用者に対して賠償すべき事故が発生した

場合は、速やかに損害賠償いたします。（当事業所は三井住友海上火災保険株式会社の

傷害保険と福祉事業者総合賠償責任保険契約を結んでおります。） 

 

８．個人情報の保護 

（１）事業所は、利用者又は個人の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び

厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの為の

ガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。 

（２）事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供

以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は

家族の同意をあらかじめ得るものとします。 

 

９．秘密の保持 

（１）従業者及び従業者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は

その家族に関する秘密を洩らしません。 

（２）事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者であった期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持させるべき

旨を雇用契約の内容とします。 

 

 

１０. 衛生管理等  

（１）事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につ 

いて、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

（２）事業者は、当該通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよ 

うに、必要な措置を講じます。 

（３）事業所は、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的に実施します。 



 

 

 

１１．非常災害対策 

  事業者は、消防法に規定する防火管理者を定め、消防計画を作成するとともに、

当該計画に基づく年２回の避難訓練を行います。 

 

１２．業務継続計画の策定等 

事業所は業務継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合

でも、利用者が継続して介護サービスの提供を受けられるよう、業務継続計画を策

定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施します。 

 

１３. 地域との連携 

  事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携

及び協力を行う等の地域との交流に努めます。 

 

１４．苦情等の受付窓口 

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談サービスに対する苦情やご

意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の

情報開示の請求は以下の窓口で受付します。 

相談窓口 

苦情解決責任者 

電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 

管理者   天内 志歩 

支部長    古川 稔 

０１７２－６２－９０１１  

０１７２－６２－９０１５ 

※ 担当者が不在の場合又は受付時間外の場合は、他の職員が受付します。 

（２）円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

・ 苦情があった場合は、直ちに担当者が相手方に連絡を取り、直接訪問するなどし

て詳しい事情を把握するとともに、担当者からも事情を確認します。 

・ 担当者は処理結果について管理者に報告するとともに、必要あると判断した場合

は、苦情解決責任者まで含めて検討会議を行います。 

・ 検討の結果、速やかに具体的な対応を行います。 

・ 記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てます。 

（３）苦情の対応について 

社会福祉法人青森市社会福祉協議会福祉サービス苦情処理解決第三者委員会を開催

し、苦情処理の対応にあたります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（４）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

青森市福祉部介護保険課 

※指定基準に関する相談等 

所在地  青森市新町１丁目３番７号 

電話番号 ０１７－７３４－５２５７ 

受付時間 午前８時３０分～午後６時 

（土曜日・日曜日・祝日を除く） 

青森県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 

※サービスに関する苦情申し立て 

所在地  青森市新町２丁目４番１号 

電話番号 ０１７－７２３－１３３６ 

受付時間 午前８時３０分～午後５時 

（土曜日・日曜日・祝日を除く） 

 

１５．虐待の防止のための措置 

  当事業所では、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、

次の措置を講じています。 

（１） 虐待防止委員会の設置 

（２） 虐待防止のための指針の整備 

（３） 虐待の防止に関する責任者の選定 

（４）成年後見制度の利用支援 

（５）職員に対する虐待の防止を啓発普及するための研修の実施 

（６）事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は擁護者（利用者の家族等高齢 

者を擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や 

かに、これを青森市に通報するものとします。 

虐待防止に関する受付担当者 管理者  天内 志歩 

虐待防止に関する責任者 支部長    古川 稔 

 

１６．緊急時等における対応方法 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに主治医、救急隊、緊急

時連絡先等へ連絡をします。 

主 治 医 

病 院 名  

所 在 地  

氏  名  

電話番号  

 

緊急連絡先 

氏  名  続 柄  

住  所  

電話番号  



 

 

指定通所介護事業提供同意書 

 

令和  年  月  日 

 

指定通所介護事業の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。 

事 

業 

者 

所在地 青森市本町4丁目1番3号 

事業者名 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 

代表者名 会長 成田 幾末 

 

事 

業 

所 

所在地 青森市浪岡大字浪岡字稲村274番地 

事業者名 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 青森市中央浪岡支部 通所介護事業 

説明者氏名       印 

 

私は、本書面により事業所から指定通所介護事業について重要事項の説明を受け、サービス提供開始に

同意します。 

利 

用 

者 

住 所  

氏 名                            印 

 

又
は
法
定
代
理
人 

署
名
代
行
者 

住 所  

氏 名                            印 

続 柄  

 

 


